
名張市空き家バンク制度の流れ（買いたい方・借りたい方） 

１．利用者登録の申込み ・空き家等を買いたい方・借りたい方は、「空き家バン

ク制度利用者登録申込書」（第７号様式）と「誓約書

（空き家バンク制度利用者登録用）」（第７号の２様

式）を、名張市役所営繕住宅室へ提出してください。

※利用者登録と同時に物件内覧（交渉）の申込みをしていただ

くことも可能です。

２．利用者の登録

  及び情報提供

・確認後、適当であると認められた場合は、「空き家バ

ンク制度利用者登録完了通知書」（第８号様式）を通

知するとともに、市のホームページにおいて情報の

提供を行います。

３．物件内覧（交渉）の申込み ・空き家バンクに登録された空家等の内覧（交渉）を

希望される方は、市へお申込みください。

※ 物件に関する地域情報などは、市が委託した名張中古住

宅流通促進協議会にお尋ねください。

４．物件の内覧（交渉）

※市は、売買又は賃貸借に関す

る交渉ならびに契約について

は、一切関与しません。

・媒介業者を希望しなかった場合

売りたい方や貸したい方（情報提供登録者）に市か

らご連絡します。その後、双方にて直接交渉してい

ただきます。

・媒介業者を希望した場合

売りたい方や貸したい方（情報提供登録者）との交

渉・契約を仲介する事業者〔市と媒介協定を締結し

た団体（※１）加入事業者〕を紹介します。

※１ 公益社団法人三重県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会三重県本部
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